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１ 【新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書の提出理由】 

2021年６月18日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項のうち、「第一部 企

業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」、

「第一部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」、「第四部 株式公開情報 第１ 特別利害関係者等の株式

等の移動状況」、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況 １ 第三者割当等による株式等の発行の内

容」、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況 ２ 取得者の概況」、「第四部 株式公開情報 第３ 

株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書を提出す

るものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 ……………………………………………………………………………………………………………１ 

第４ 提出会社の状況 ……………………………………………………………………………………………………１ 

１ 株式等の状況 ………………………………………………………………………………………………………１ 

(2) 新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………１ 

① ストックオプション制度の内容 ……………………………………………………………………………１ 

第６ 提出会社の株式事務の概要 ………………………………………………………………………………………９ 

第四部 株式公開情報 ………………………………………………………………………………………………………11 

第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況 …………………………………………………………………………11 

第２ 第三者割当等の概況 ………………………………………………………………………………………………13 

１ 第三者割当等による株式等の発行の内容 ………………………………………………………………………13 

２ 取得者の概況 ………………………………………………………………………………………………………13 

第３ 株主の状況 …………………………………………………………………………………………………………14 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は   罫で示してあります。 
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第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(２) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(訂正前)

１．第１回新株予約権

決議年月日 2018年７月23日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 ３、当社使用人 11、外部協力者 １

新株予約権の数(個) ※ 47

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 400［280,000］ (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 11,422［17］

新株予約権の行使期間 ※ 2020年８月１日～2028年７月22日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格 11,422［17］
資本組入額 5,711 [ 9］

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は
当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有す
ることを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、そ
の他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理
由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となっ
た場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」
の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。

ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場し
た場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取
締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。

ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新
株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287
条の定めに基づき消滅するものとする。

ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができ
る。ただし、本新株予約権の１個未満の行使はできないものとする。

ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、
監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もし
くは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定に
より当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定するこ
とができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条
の定めに基づき消滅するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定に
よる承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」とい
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する
本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる
株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、
残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約
権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合
に限るものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年７月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年５

月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、そ

の他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
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(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、株式分割により10株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
　

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．2019年７月４日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年７月28日付をもって普通株式１株を10株に、ま

た2021年４月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年４月30日付をもって普通株式１株を700株に

分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込

金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されて

おります。
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２．第２回新株予約権

決議年月日 2019年７月12日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 ３、当社使用人 19、外部協力者 １

新株予約権の数(個) ※ 280

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 265［185,500］　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 196,271［281］

新株予約権の行使期間 ※ 2021年８月１日～2029年７月３日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格 196,271［281］
資本組入額 98,136［141］

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は
当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有す
ることを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、そ
の他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理
由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となっ
た場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」
の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。

ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場し
た場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取
締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。

ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新
株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287
条の定めに基づき消滅するものとする。

ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができ
る。ただし、本新株予約権の１個未満の行使はできないものとする。

ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、
監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もし
くは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定に
より当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定するこ
とができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条
の定めに基づき消滅するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定に
よる承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」とい
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する
本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる
株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、
残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約
権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合
に限るものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年７月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年５

月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、そ

の他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
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(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
　

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．2021年４月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年４月30日付をもって普通株式１株を700株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。
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(訂正後)

１．第１回新株予約権

決議年月日 2018年７月23日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 ３、当社使用人 11、外部協力者 １

新株予約権の数(個) ※ 40

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 400［280,000］ (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 11,422［17］

新株予約権の行使期間 ※ 2020年８月１日～2028年７月22日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格 11,422［17］
資本組入額 5,711 [ 9］

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は
当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有す
ることを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、そ
の他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理
由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となっ
た場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」
の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。

ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場し
た場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取
締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。

ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新
株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287
条の定めに基づき消滅するものとする。

ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができ
る。ただし、本新株予約権の１個未満の行使はできないものとする。

ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、
監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もし
くは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定に
より当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定するこ
とができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条
の定めに基づき消滅するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定に
よる承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」とい
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する
本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる
株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、
残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約
権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合
に限るものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年７月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年５

月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、そ

の他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
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(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、株式分割により10株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
　

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．2019年７月４日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年７月28日付をもって普通株式１株を10株に、ま

た2021年４月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年４月30日付をもって普通株式１株を700株に

分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込

金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されて

おります。
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２．第２回新株予約権

決議年月日 2019年７月12日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 ３、当社使用人 19、外部協力者 １

新株予約権の数(個) ※ 265

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 265［185,500］　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 196,271［281］

新株予約権の行使期間 ※ 2021年８月１日～2029年７月３日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格 196,271［281］
資本組入額 98,136［141］

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は
当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有す
ることを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、そ
の他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理
由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となっ
た場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」
の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。

ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場し
た場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取
締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。

ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新
株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287
条の定めに基づき消滅するものとする。

ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができ
る。ただし、本新株予約権の１個未満の行使はできないものとする。

ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、
監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もし
くは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定に
より当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定するこ
とができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条
の定めに基づき消滅するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定に
よる承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」とい
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する
本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる
株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、
残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約
権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合
に限るものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年７月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年５

月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、そ

の他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
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(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
　

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．2021年４月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年４月30日付をもって普通株式１株を700株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度 毎年８月１日から翌年７月31日まで

定時株主総会
毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に
臨時招集する

基準日 毎年７月31日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
毎年１月31日
毎年７月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)１

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所(注)１ 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 無料(注)２

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他のやむを得ない事
由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載を行っておりま
す。
当社の公告掲載URLは次の通りであります。
https://circu.co.jp/ir/publicnotice/

株主に対する特典 当該事項はありません。

(注) １ 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定であります。

２ 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
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(訂正後)

事業年度 毎年８月１日から翌年７月31日まで

定時株主総会
毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に
臨時招集する

基準日 毎年７月31日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
毎年１月31日
毎年７月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)１

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所(注)１ 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 無料(注)２

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他のやむを得ない事
由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載を行っておりま
す。
当社の公告掲載URLは次の通りであります。
https://circu.co.jp/ir/publicnotice/

株主に対する特典 当該事項はありません。

(注) １ 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定であります。

２ 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

３ 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第四部 【株式公開情報】

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

(訂正前)

移動
年月日

移動前
所有者の

氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

山口 征人
東京都品川
区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

5
981,355

(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

村上 亮太
東京都江東
区

当社執行役
員

25
4,906,775
(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

大谷 祐司
福岡県福岡
市

特別利害関
係者等(当社
取締役)

5
981,355

(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社長、大株
主上位10名)

1 294,407
所有者の事
情により

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

山口 征人
東京都品川
区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

2
588,814

(294,407)

所有者の事
情により

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市西区

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

福田 悠 東京都港区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

2
588,814

(294,407)
所有者の事
情により

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場

規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除

く。以下１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(2018年８月１

日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の

公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株

式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰ

の部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

３．特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。

(１) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役

員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会

社及びその役員

(２) 当社の大株主上位10名

(３) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(４) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びそ

の役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次の通りであります。

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を勘案して、譲渡人と譲受人が協議

の上、決定致しました。

５．2021年４月７日開催の取締役会決議により、2021年４月30日付で普通株式１株につき、700株の割合で株式

分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「移動株数」及び

「価格(単価)」を記載しております。
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(訂正後)

移動
年月日

移動前
所有者の

氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

山口 征人
東京都品川
区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

5
981,355

(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

村上 亮太
東京都江東
区

当社執行役
員

25
4,906,775
(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2019年
７月29日

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社 長、 大 株
主上位10名)

大谷 祐司
福岡県福岡
市西区

特別利害関
係者等(当社
取締役)

5
981,355

(196,271)

経営参画へ
の意識向上
のため

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市西区

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

久保田 雅俊
東京都渋谷
区

特別利害関
係者等(当社
代表取締役
社長、大株
主上位10名)

1 294,407
所有者の事
情により

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市西区

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

山口 征人
東京都品川
区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

2
588,814

(294,407)

所有者の事
情により

2020年
７月31日

大谷 祐司
福岡県福岡
市西区

特別利害関
係者等(当社
取 締 役、 大
株主上位10
名)

福田 悠 東京都港区

特別利害関
係者等(当社
取締役、大
株主上位10
名)

2
588,814

(294,407)
所有者の事
情により

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場

規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除

く。以下１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(2018年８月１

日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の

公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株

式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰ

の部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

３．特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。

(１) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役

員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会

社及びその役員

(２) 当社の大株主上位10名

(３) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(４) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びそ

の役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次の通りであります。

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を勘案して、譲渡人と譲受人が協議

の上、決定致しました。

５．2021年４月７日開催の取締役会決議により、2021年４月30日付で普通株式１株につき、700株の割合で株式

分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「移動株数」及び

「価格(単価)」を記載しております。
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第２ 【第三者割当等の概況】

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

(訂正前)

項目 新株予約権① 新株予約権②

(省略)

発行数 280個 118個

(省略)

(省略)

(訂正後)

項目 新株予約権① 新株予約権②

(省略)

発行数 265個 118個

(省略)

(省略)

２ 【取得者の概況】

(訂正前)

新株予約権①

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

(省略)

中村 春香 東京都渋谷区 会社員 5
1,962,710

（196,271）
当社従業員

(省略)

(訂正後)

新株予約権①

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

(省略)

中村 春香 東京都渋谷区 会社員 5
981,355

（196,271）
当社従業員

(省略)
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第３ 【株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(省略)

株式会社ニューアイデンティテ
ィクリエイション※１

東京都渋谷区広尾四丁目１番25 2,450,000 31.95

(省略)

村上 亮太※１ 東京都江東区
56,000
(38,500)

0.73
(0.50)

(省略)

久良木 太士※５ 福岡県三潴郡
14,000
(14,000)

0.18
(0.18)

(省略)

(訂正後)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(省略)

株式会社ニューアイデンティテ
ィクリエイション※１

東京都渋谷区広尾四丁目１番30 2,450,000 31.95

(省略)

村上 亮太※１,５ 東京都江東区
56,000
(38,500)

0.73
(0.50)

(省略)

久良木 太士※５ 福岡県三潴郡大木町
14,000
(14,000)

0.18
(0.18)

(省略)
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